












 

















 

１　入居者の資格　　　　

①  現に市内に住所を有する者であり、かつ、三ヶ月以上引続き居住していること。　

②　現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の予定者等を含む。）があること。

　　※単身者専用住宅がないため、単身者（老人等を含む。）の募集は行いません。

③　公営住宅法に基づく計算後の月収額で、次の基準内であること。

　　一般世帯　１５８，０００円以下　　　

    高齢者・障がい者・未就学児がいる世帯等　２１４，０００円以下

④　持ち家がなく、現に住宅に困窮していることが明らかなこと。

⑤  申込者及び同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。）第２条第６

    号に規定する暴力団員に該当しない者であること。

⑥　農漁村住宅については、耕作証明又は漁業者証明・組合員資格証明の提出が必須。

⑦　市民税など諸税の完納者であること。

⑧　現在、公営住宅に入居していないこと。

⑨　①～⑧の入居者資格を全て満たしている者であること。

２　申込書配布・申込受付期間等

【期間】    令和元年６月３日（月）から同年６月 14 日（金）　※土日を除く。

【受付時間】　午前９時～正午、午後１時～午後５時

【場所】    石垣市役所（２Ｆ）　建設部施設管理課 　電話０９８０‐８３‐３９８６
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